
   

 
 

 

調 査 計 画 

 

１ 調査の名称（□特定一般統計調査 ■その他の一般統計調査） 

  北海道法人企業投資状況調査 

 

２ 調査の目的 

本調査は、北海道に本社、支店、工場等の事業所を有する民間法人の北海道内における投資（資本形成）

の実態を把握し、北海道総合開発計画の立案とその効果的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的と

する。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（■全国 □その他） 

（２）属性的範囲（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団体 □その他） 

  北海道に本社、支店、工場等の事業所を有する民間法人 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

約5,700法人（母集団の大きさ：約12万法人） 

（２）報告者の選定方法（□全数 ■無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

   事業所母集団データベースを母集団情報として、北海道内に本社等の事業所を有する民間法人を産業・

資本金等毎に層化抽出法により選定（別添１参照）。 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項 

①北海道内におけるたな卸資産額 

②北海道内における有形固定資産額（新規取得額） 

③北海道内における減価償却実施額 

④資本金等の額 

⑤北海道内における主要業種 

⑥法人・事業所の名称・所在地、記載担当者の電話番号等 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 



   

 
 

 上記④については、標本数算定等の際に用いるものであり、集計は行わない。 

上記⑥については、調査票の疑義照会等の審査の際に用いるものであり、集計は行わない。 

（２）基準となる期日又は期間 

調査実施年度の前年度（4月から翌年3月まで） 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

国土交通省－報告者 

（２）調査方法 

■郵送調査  ■オンライン調査（■政府統計共同利用システム □独自のシステム ■電子メール）  

□調査員調査 □その他（     ） 

〔調査方法の概要〕 

国土交通省から報告者へ郵送により調査票を配付する。報告者は、郵送もしくはインターネット（政府統

計オンライン調査総合窓口、電子メール）を利用して回答する。 

なお、電子メールで回答する場合は、調査票同封の資料等で案内する国土交通省北海道開発局ホームペー

ジにて調査票様式をダウンロードし、必要事項を入力のうえ、国土交通省北海道開発局ホームページ等に掲

載されたメールアドレス宛てにメール送信するものとする。 

電子メールの送受信に当たっては、調査票情報が保存されているファイルにパスワードを設定することに

よって、セキュリティ対策を講じることとする。 

 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他（   ） 

   （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：      年） 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 

調査票の配付：調査実施年度の８月下旬 

調査票の回収：調査実施年度の９月下旬 

 

８ 集計事項  

  別添２結果表様式のとおり。 

 



   

 
 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部非公表 □全部非公表） 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） ■印刷物  □閲覧） 

e-Stat及び国土交通省北海道開発局ホームページ（速報・確報）、刊行物（確報）により公表 

（３）公表の期日 

①速報：調査実施年度の３月下旬まで 

②確報：調査実施翌年度の２月下旬まで 

 

10 使用する統計基準等 

■使用する→■日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（              ） 

□使用しない  

調査対象の範囲の画定に当たっては日本標準産業分類を使用する。なお、集計結果の表章については、国民

経済計算との整合性を図る観点から、国民経済計算体系の経済活動分類（2008SNA分類）を用いる。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

保存期間 

記入済み調査票：３年 

調査票の内容を記録した電磁的記録媒体：永年 

保存責任者 

国土交通省北海道開発局開発監理部開発計画課長 

 



別添１ 

標本抽出方法及び結果の推定方法

１．標本設計の考え方

 北海道法人企業投資状況調査の目的は、北海道に本社、支店、工場等の事業所を有する

法人（民間）の北海道内における投資（資本形成）の実態を把握することであるが、全法

人を対象とした全数調査を実施することは予算及び人員の制約上不可能である。このため、

当調査では母集団から調査対象企業を抽出する「標本調査」の手法をとっている。 

２．標本設計の概要 

 標本設計にあっては、標本抽出対象法人を北海道に本社、支店、工場等の事業所を有す

る法人とし、事業所母集団データベースを使用して全体の標本数を決定し、産業分類・資

本金等の額ごと（資本金のない業種については従業員数）の層別に標本数を割り振った後

に、抽出している（層化抽出法）。 

３．標本抽出の方法 

（Ⅰ）標本数の決め方 

（Ⅱ）標準誤差率

「北海道における有形固定資産（新規取得額）」の標準誤差率は次式による。
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 記号の説明
　Ｎ  ：　母集団の大きさ
　Ｍ ：　層の数

　　Ｎi  ：　i層の調査単位数

σi
2： i層の分散

　　 ni   ：　i層の標本の大きさ

（平成 21 年度調査結果） 
産業区分 標準誤差率

全産業 6.1%

製造業 8.8%

製造業以外 7.8%



３．結果の推計方法

推計は、調査結果を基に業種・資本金等の規模区分の層ごとに以下により算出している。

（１）推計値 =（集計値÷集計法人数）× 層別母集団法人数

 なお、標本値の中には、集計値として加えると標本平均が過大になる恐れがあるため、

以下に該当する場合には修正値として、別途計上している。

修正値がある場合の推計値の計算式は以下のとおりである。

（２）（修正値を加味した）推計値 =（集計値－修正値）／（集計数－修正数） 
×（層別母集団法人数－修正数）＋ 修正値

※ 調査対象の範囲の確定に当たって、日本標準産業分類により、集計結果の表章について

は国民経済計算体系の経済活動分類（2008SNA分類）に分類し直し、公表している。

資本金階層毎

1 （５百万円未満）

2 （５百万円以上１千万円未満）

3 （１千万円以上３千万円未満）

4 （３千万円以上５千万円未満）

5 （５千万円以上１億円未満）

6 （１億円以上10億円未満）

7 （10億円以上）

新規有形固定資産額が1億円以上

新規有形固定資産額が5億円以上

新規有形固定資産額が10億円以上



別添２

（注）算出方法

民間企業設備･･･調査票「（２）北海道内における有形固定資産」等

第１次産業･･･調査票「（２）北海道内における有形固定資産」等

第２次産業･･･調査票「（２）北海道内における有形固定資産」等

第３次産業･･･調査票「（２）北海道内における有形固定資産」等

　北海道法人企業投資状況調査集計結果様式（確報） 

農  業 林  業 水産業 鉱  業 建設業 製造業 卸売・小売業 金融・保険業 不動産業 運輸・通信業 電気・ガス・水道業 サービス業 合  計

 １  総固定資本形成

a) 固定資産純増加

b) 減 価 償 却 費

   ２  在 庫 変 動

   ３  総 資 本 形 成

（注）算出方法

１総固定資本形成 ･･･調査票「（２）北海道内における有形固定資産」等

　ａ）固定資産純増加 ･･･調査票「（２）北海道内における有形固定資産」等－調査票「（３）北海道内における減価償却実施額」

　ｂ）減価償却費 ･･･調査票「（３）北海道内における減価償却実施額」

２在庫変動 ･･･調査票「（１）北海道内におけるたな卸資産」

３総資本形成＝１総固定資本形成＋２在庫変動

合  計

北海道法人企業投資状況調査集計結果様式（速報） 

法

人

 １  総固定資本形成

（１）民間

民間企業設備

第１次産業

第２次産業

第３次産業




